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(別 1紙i5)

チェック項目 (ましヽ しヽ りヽフL 工夫してもヽる点 課題や改善すべき点
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1 利最定員が発達支援室等のスペースとの興係で通切であるか。

6

限られたスペースを活用しながら正夫をして

いる。

長期休尋時 {こ、活動スペースの改善、工夫は

必要 .

2
奉睡露定員やこどもの状態等:こ対して、義員鍮配置数:よ適機である

か。
4 2

子どもの状態に合わせて彊別競 :が必要な時

は、後方支援担当者がサポー トして対応して

いる。

曇別対応する |こあた唄 一人ひとりの発達段

階をしつかりこ確認 していく.

3

生通空間は、こども :こわかりやすく構造化された環境 :こなつている

かさまた、事業所の設備等は、障害の特性 |こ轟じ、パ 1ジ アフリー化

や情報伝達等、環境上の霧己慮が通切になされてしヽるか。 4 2

活塾ごと4こ使用す盈道具を分類することで危

険がなしヽように配置することができてしヽる。

生活空間 ;意、溝潔で、心地よ く過ごせる環境 :こなって毎ヽるか。ま

た、こども達の活動 :こ合わせた空間となっているか。
4

日々、撮除をしながら気特与ヽたところを確認

してしヽる。

玄闘、マツ トの改善が必要

空気の入れ替えができるように改善が必要

必要紅応じて、こどもが優別C}部屋や場所を使用することが認めら

れる環境:鍾なつて等ヽるか 。
5

パーテーションを使用しながら空間を作り子

どもの機 紅合わせた対応してしヽる。

業

務

改

善

6
業務改善を進めるための PDCAサイクル (目標設定 と振り返 季)に、
広く議員が多画してしヽるか。

3 2

7
保護者薩城昼平価表〔こよ 2.保 護者等縁意向等を把握する機会を設け

ており、その内容を業務改善 :ご
~Dな
げているか。

3 1

8
議員の意見等を握握する機会を設けてお税 その内容を業務1改善(こ

擁 げてしヽるか。
5

第二者による外部評価を行い、評価結果を業務改善紅つなげてしヽる

か
`

1 4

10
職員の資質鍛向上を図るために、研修を受講する機会や法人肉等で

研修を開催する機会が確保されてしヽるか。
4 1

11 適彗に支歯震プロゲラムが作成、公表されて与ヽるか 。

4

12

個々のこども :こ婚してアセスメン トを適堺 :こ行い、こどもと保護者

の二一ズ争課題を目難なこ分析した上で、児童発達支援計理を作成

してもヽるか , S

13

児童発達支援計画を作成する際紅は、児童発達支援管理責任者だけ

でな く、こどもの支搬 こ闘わる購員が共通理解の下で、こどもの最

善轟利益を考慮した検討が行われてしヽるか。 6

14
児童発達支援計蓮が職員閣:こ共有され、計画紅沿つた支援が行われ

てもヽ轟か。
5 1

15

こど宅=の透墓行動嚢)ヽ大況を、,原:準化されたツールを用響たフォーマ

ルなアセスメン トや、日々の行動観察なども含むインフォーマルな

アセスメン トを使用する等により確認むているか。 4 1

16

児童発達支援計藝紅は、児童発達支援芳イ トラインの「児童発達支

援織提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「幕行支

援」及び「地域支援・地域連携」のならしヽ及び支援内容も踏まえな

がら、こどもの支援 :こ必要な項藝が通警 :こ設定され、その上で、具

体鋳な支:轟内容が設定されてしヽるか。 5

1ア 活動プ褻ゲ予ム織立案をチームで行つているか.

4 1

18 活動プログラムが固定化しなしヽよう工夫してしヽるか。

5
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供



19
こどもの禁競に応して、個別活動と集団活動を通重組み合わせて児

童発:達支援計画を作成し、支援が行われてしヽるか。
5

20

支援開始重紅 :ま戦員間で必ず打合せを行い、その轟行われる支援の

内容争役攀分握 :こつしヽて確認暮、チームで遷携して支鏡を行つてい

る寿`。 5 1

21
支援終了後紅 :よ、戦員薔で必ず打合せを行藝、その目行われた支援

の振り返 りを行しヽ 気付等ヽた点等を共有 しているか。
4 2

22
日 の々支援紅関して記録をとることを徹底し、支援の雛 改善だ

つながて幹るか。
6

13
定羅難 モニタリングを行しヽ、児童発達支援計画の見直しの必要性

を疑新し、通購な見直しを行つてい碁か。
6

関
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携

24
障害児権談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議

に、そ鈴こども参‐状況をよく理解 した者が参藝してしヽるか。

25
駐1或の保撻、医療 (主治医や協力医療機関等 )、 薄書福祉、保育、

教育等の鷺係機鍵と連携 して支援を行う体制を整えてしヽるか。
4

26

併行利用麟 紅向けた支援を行うなど、インクルージ薗ン推進の

観点から支援を行つてしヽる力`。また、そ,の議、保育所や認定こども

園、勤稚園、特雰重支援学校(場稚部)等との間で、支援庵容等の情報

共薦と機互理解を図つてしヽるか。
4 2

2ア
就学時の移行の霧:こは、地ヽ学校や特騨支援学校(小学澤)との置で、

支援萎容等の情報共有と相互理解を図つているか。
4

28
地域:の他の児童発達支援センターや障害児遷所支援事業所等と達携

を図つ、地域全体の質の向上 :こ資する取組等を行つてしヽるか。

29
質の自上を図るため、積 1極鋳 :こ専門家や専閑機降等かも議言を受け

たり、職験 外調 修紅参艇 せてしヽるか。

30
(自立支援}協議会こども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積4璽

鋳:こ参雄しているか。

31

(31は、曇業所募み園基)

1 1

地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要に応してスー

バーバイズや助言等を受ける縫会を設けてしヽるか 。

32
保育霧や認定こども園、勤稚憂等との交流や、地域の申で他のこど

もと遷動する機会があるか。
5

33
日嚢からこども母状況を保護者と伝え合しヽ、こどもの発達籍状灘や

課題 :こつしヽて共通理解を持つてもヽるか。
6

34

家族の対応力の向上を図る観点、から、家族に対して家族支援プログ

ラムでペアレント・トレーニング等)や家族等の参身露できる研修の機

会や矯報提供等を行つて毎ヽるか。 1 4

35
運営規程、支援プログラム、澪彗用者負担等につもヽて丁撃な説魂を

行つて与ゝるか。
3 1

36

児童発達支援計画を作成する際 :こ は、こどもや保護者券意思勢尊

重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家

族の意向を確認する機会を設けているか 。 4

37
「児童発達支援計画」を示 しながら支援内容の説明を行い、保護者

から児童発達支援計画のla意を得ているか。
5

定鐵的紅、家族等か らの子青ての悩み等に対する帽談 :こ通切紅応

じ、画籟 要な勤言と支援を行つてしヽるか。
5

(2尋～30諄、ヤンター参み理彗)
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39

父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等によ

り、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしてしヽるか。ま

た、きょうだい同士で交流する機会を設ける等の支援を している

か。 2 3

40

こどもや保護者から命種談や泰入れ紅つしヽて、鐘応参体制を整儀す

るととも紅、こどもや保護者紅周難 臥 橿談や申入れがあつた場合

:こ迅速かつ通切に対応してしヽるか。 4

41

定期的 :こ通壼等を発行することや、轟PやSNS等を藩麗すること:こ

より、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者 :こ

対して発信 してしヽるか。 4 1

42 個人情報輔 い :こ十分留意しているか。

6

43
簿書のあるこどもや保護者との意思の疎通や`溝報伝達のための画己慮

をしているか。
6

44
事業所録‐行事 :こ地域 :住民を招待する等、』墓:域::こ轟かれた事業運営を

図つてもヽるか。
3 2

非

常

時

等

の

対

応

45

事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、隣犯マニュアル、感

染症対応マニュアル等を策定 臥 糧員や家族等 :こ周知するととも

:こ、:発生を想定した謝練を実施 してしヽるか。 4

46
業務継続計画 (3毬P)を 策定するととも鉦、非事災書の発生 :こ蕪

え、定期的鍾避難、救出その他必要な訓練を行つてしヽるか。
4

47
事前鍾、月濠案や予防接種～てんかん発作等のこどもの状況を確認も

てしヽるか。
5 1

48
食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書:こ基づく対応

がされてもヽ碁か。
5

49
安全計画を作成 嚢 安全管理 :こ必要な研修や講練、その f́也必要な整

置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われてしヽるか。
4

50
こどもの安全確保 :こ関して、家族等との連携が選られるよう、安全

計画 :こ基づく取経内容 (こついて、家族等へ周知してしヽるか 。
3

51
ヒヤ lジハ ットを事業所内で共驀 執 1再発酵上 :こ向けた方策につもヽて

検討をして与lるかを
6

52
虐待を防止するため、轟員の研修機会を確保する等、通切な対応を

しているか。
5

53

どのような場合 :こやむを得ず身体袴東を4詈ラか :こつしヽて、経‐織鋳鐘

決定し、こどもや保護者 :こ事麟 :こ十分に講明し了解を得た上で、児

菫発達支援計画
`こ

記載しているか。 3


